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令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町は、物価高騰等の影響により減少した売り上げと集客の回復及び当町の夏のイ

ベントに併せて地域の活性化を図ることを目的とし、事業者が自らの店舗をＰＲするた

めに行う活動等への経費及び店舗の改装等への経費に対して令和６年度野辺地町事業者

販売促進事業費補助金を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の

交付に関する規則（昭和５６年野辺地町規則第２号）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「事業者」とは、事業活動を行う中小企業者（中小企業基本法

（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」という。）第２条第１項各号に掲げるもの）及

び法第２条第５項に規定する小規模企業者、個人で事業を営むものをいう。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

（１）町内に事業所を有する事業者 

（２）個人事業主にあっては、当該事業の代表者が町内に居住し、当町の住民基本台帳に

記載されていること。 

（３）法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。 

（４）野辺地町商工会会員であること。 

（５）野辺地町暴力団排除措置要綱（平成２４年野辺地町訓令甲第３号）第２条第１号に

規定する暴力団及び同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

（６）町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水

道料金、保育料及び学校給食費等（以下「町税等」という。）の滞納がないこと。 

２ 補助金の交付を受けようとする事業者は、町が前項に規定する要件を満たすか確認す

るために暴力団及び暴力団員等でないこと並びに町税等の滞納がないことを関係機関へ

照会することに同意したものとする。 

 

（補助対象事業及び事業期間等） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、販売促進を目的とした事

業で、別表に掲げる事業内容に該当する事業とする。 

２ 補助事業の期間は、この要綱の施行の日から令和６年１１月３０日までとし、販売促

進活動の実施期間は、町が別に定める期間に実施するよう努めるものとする。 
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（補助対象経費及び補助金額） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金額は、別表

に掲げるとおりとする。ただし、他の補助金等の交付を受けた場合はその額を控除した

後の額を補助対象経費とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「交付申請者」という。）は、補助金

交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて令和６年６月２８日までに町長に

提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）改装等行う場合は着工前の写真 

（４）補助対象経費に係る見積書、パンフレット等の写し 

（５）振込先口座の通帳の写し 

（６）その他町長が必要と認める書類 

２ 当該補助金の申請は、同一事業者において、申請年度にかかわらず１回限りとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査

したのち、関係機関と構成する事業採択会議に諮ることとし、補助金の交付を適当と認

めるときは、補助金交付決定通知書（様式第４号）により交付申請者に通知するものと

する。 

２ 町長は、前項の規定による事業採択会議の結果、補助金を交付しないと決定したとき

は、その旨を交付申請者に通知するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第８条 前条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた事業者（以下「補助事業者」と

いう。）は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があ

るときは、当該通知を受けた日から起算して１０日を経過した日までに、書面により申

請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 

（決定内容の変更等） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業の内容を変更

し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ事業変更（中止）承認申請書（様

式第５号）を町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、交付の決定を受けた

補助金の金額に変更がなく、かつ、補助対象経費の総額の２０パーセント以内の軽微な

変更については、この限りでない。 

２ 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。 
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 （遂行状況報告） 

第１０条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、町長

が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。 

 

 （補助事業の遂行等の命令） 

第１１条 町長は、補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行され

ていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべ

きことを命ずることができる。 

２ 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事

業等の遂行の一時停止を命ずることができる。  

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して

３０日を経過した日又は令和６年１２月１３日のいずれか早い期日までに、町長に対し、

事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 

（１）事業実績書（様式第７号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）請求書及び領収書等の支払を証する書類の写し 

（４）事業の実施状況が分かる書類及び写真 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 町長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、当該報告に係る書類

の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該事業の成果が交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、

交付額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の交付の方法） 

第１４条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支

払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定額の１０分の

７を限度として概算払をすることができるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金（概

算払）請求書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

 

 （是正のための措置） 

第１５条 町長は、第１２条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成

果が交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、

補助事業者に対し、当該内容等に適合させるための措置をとるべきことを命ずることが

できる。 
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（補助金の交付決定の取消し） 

第１６条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）この要綱の規定に違反したとき。 

（２）補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

（３）交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるも

のとする。 

３ 町長は、補助金の返還を命じ、これを補助事業者が納期限までに納付しなかったとき

は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年１０．９５

パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命ずるものとする。 

４ 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全

部若しくは一部を免除することができるものとする。 

５ この規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

 

 （補助金の返還命令） 

第１７条 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を付してそ

の額の返還を命ずるものとする。 

 

 （補助金の経理） 

第１８条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の

完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

 （補助事業の検査） 

第１９条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助

事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

 （財産の処分の制限等） 

第２０条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下「取

得財産等」という。）のうち、取得価格が単価又は効用の増加価格が５０万円以上のもの

について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。た

だし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定め

る耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。 
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２ 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、

その収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。 

３ 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても、善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなけ

ればならない。 

 

（その他）  

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定め

る。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第４条、第５条関係） 

 補助事業の内容 補助対象経費 補助率及び交付限度額 

広

報

活

動

費 

売り上げ・集客の回

復を図るために、事

業者が自らの店舗を

ＰＲするために行う

活動等 

 

 

（1）ＰＲ媒体のデザイン、印刷費（チ

ラシ・ポスター） 

（2）のぼり旗・横断幕等のデザイン、

製作費 

（3）ＰＲ看板の製作、購入費 

（4）新聞広告、情報誌広告掲載料 

（5）新聞折込手数料 

（6）インターネット広告料 

（7）販売促進のための粗品デザイン 

製作、購入費 

（8）販売促進に必要となる消耗品 

（9）その他町長が必要と認める経費 

 

 

 

補助率２/３ 

交付限度額：15万円 

 

 

店

舗

改

装

費 

店舗の機能及び魅力

を向上させ、集客力

の回復等を図るため

に行う改装工事等 

 

※店舗改装費のみの

申請はできず、広報

活動費と併せて申請

することが条件。 

 

 

（1）内装工事 

（2）外装工事 

（3）各種設備工事 

（4）その他町長が必要と認める経費 

補助率２/３ 

交付限度額：25万円 

 

※備考 

（１）いずれも、令和６年１１月３０日までに支払いが完了する経費を補助の対象とする。 

（２）補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

（３）町内業者に発注したものが対象であり、事業に必要な範囲内のものに限る。 

ただし、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

                            年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付申請書 

 

 令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金の交付を受けたいので、令和６年度野

辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により関係書類を添えて

申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業名   令和６年度野辺地町事業者販売促進事業 

 

２ 補助事業の目的及び実施期間等   別添「事業計画書」のとおり 

 

３ 補助対象経費   広報活動費           円 

店舗改装費           円 

合   計           円 

 

４ 補助金交付申請額 広報活動費           円 

店舗改装費           円 

合   計           円 

 

５ 添付書類 

 （１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）店舗又は看板を改装等する場合にあっては、改装前の写真 

（４）補助対象経費に係る見積書、パンフレット等の写し 

（５）振込先口座の通帳の写し 

（６）その他町長が必要と認める書類 
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様式第２号（第６条関係） 

 

事業計画書 

１．事業の概要 

交 付 

申請者 

事業所名  

代表者名  

事業所住所  

業  種  

事業担当者  

電話番号  

申請する補助金の種類 

※該当番号に〇 
１ 広報活動費   ２ 店舗改装費 

事業の目的 

 

事業の概要 

（事業内容や実施方法などを記載） 

事業実施予定期間 
事業開始予定    年   月   日 

事業完了予定    年   月   日 

総事業費 円（内消費税額         ） 
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２．補助対象経費（予定） 

 

                                   （単位：円） 

科目 補助対象経費 摘要 

広

報 

活

動

費 

   

   

     

   

   

   

合計   

 

 

 （単位：円） 

科目 補助対象経費 摘要 

店

舗

改

装

費 

   

   

     

   

   

   

合計   

 

※備考 

（１）摘要欄には、積算の基礎等を記入すること。 

 （２）必要に応じて、行を加除し作成すること。 
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様式第３号（第６条、第１２条関係） 

 

収 支 予 算 （ 決 算 ） 書 

 

１．収入の部                              単位：円 

区分 予 算 額 決 算 額 増 減 摘 要 

1 自己資金 

 

 

2 町補助金 

 

 

3 その他 

    

計     

 

２．支出の部                              単位：円 

区分 予 算 額 決 算 額 増 減 摘 要 

１ 広報活動費 

 

 

 

 

 

 

 

２ 店舗改装費 

 

 

 

 

 

 

 

    

計     

 

注  摘要欄には、本年度予算額の積算の基礎等を記入すること。 
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様式第４号(第７条関係) 

 

  第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                          野辺地町長        □印  

 

令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定した

ので、令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱第７条の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 事 業 名     令和６年度野辺地町事業者販売促進事業 

 

２ 補助対象経費     広報活動費           円 

店舗改装費           円 

合   計           円 

 

３ 補助金交付決定額   広報活動費           円 

店舗改装費           円 

合   計           円 

 

交付条件 

（１）補助事業の内容、経費の配分若しくは事業計画等に変更があるとき、又は補助事業

を中止するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難となったときは、速や

かに町長に報告してその指示を受けること。 

（３）補助事業の実施にあたっては、その経理が明らかとなる帳簿等を作成するとともに、

見積書、契約書、請求書及び領収書等の支払証拠書類のほか、事業の実施状況が分か

る写真を保管しておくこと。 

（４）前各号に掲げるもののほか、令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付

要綱の規定を遵守すること。 
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様式第５号（第９条関係） 

 

                            年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金事業変更（中止）承認申請書 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定の通知を受けた補助事業

について、下記のとおり変更（中止）したいので、令和６年度野辺地町事業者販売促進事

業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 変更（中止）の理由 

 

 

３ 変更（中止）する内容 

 

 



13 

 

様式第６号（第１２条関係） 

 

年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金事業実績報告書 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定の通知を受けた補助事業

が完了したので、令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱第１２条の規

定により関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 補助金交付決定通知額    広報活動費           円 

店舗改装費           円 

合   計           円 

 

 

 

３ 添付書類 

（１）事業実績書（様式第７号） 

（２）収支決算書（様式第３号） 

（３）請求書及び領収書等の支払を証する書類の写し 

（４）事業の実施状況が分かる写真 

（５）その他町長が必要と認める書類 
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様式第７号（第１２条関係） 

 

事業実績書 

 

１．実施期間  着手年月日：     年   月   日 

         完了年月日：     年   月   日 

 

２．事業の実績 

 

 

 

 

３．事業の成果 

 

 

 

 

 ４．補助対象経費（精算） 

 

科目 補助対象経費 摘要 

広

報 

活

動

費 

   

   

     

   

   

合計   

 

科目 補助対象経費 摘要 

店

舗

改

装

費 

   

   

     

   

   

合計   

申請書の内容と対応させて補助事業のために使用した設備、材料及び取組みの経過、 

内容等について詳細に記載すること。 

事業を実施して得られた成果、反省点や改善点などについて具体的に記載し、今後

の事業活動へどのように継続、反映させていくかについても書くこと。 
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様式第８号(第１３条関係) 

 

  第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                          野辺地町長        □印  

 

令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった補助事業に係る交付額について、次のと

おり確定したので、令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱第１３条の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 補助対象経費                   円 

 

３ 補助金交付額   広報活動費           円 

店舗改装費           円 

合   計           円 
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様式第９号（第１４条関係） 

 

年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和６年度野辺地町事業者販売促進事業費補助金（概算払）請求書 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定の通知を受けた補助事業

について、補助金の（概算払）交付を受けたいので、令和６年度野辺地町事業者販売促進

事業費補助金交付要綱第１４条第２項の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２．請求額      金           円 

 

３．請求額の内訳 

補助金確定額（概算払のときは、交付決定額） 円 

既 受 領 額 円 

今回請求額 円 

残   額 円 

 

４．概算払を受ける理由（概算払請求時） 

 

５．振込先 

金融機関名・本支店名  

預 金 種 別  口 座 番 号  

口座名義人              （フリガナ） 

  （注）振込先金融機関の通帳の写しなど、口座番号、口座名義人（フリガナ）が確認で

きるものを添付すること。 


